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平成 24 年第３回臨時会 会議録 

招集 年月 日       平成 24 年 11 月 20 日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 

開 会       平成 24 年 11 月 20 日 午後１時 30分 議長宣告 

出 席 議 員       

１ 番 佐々木隆雄  ２ 番 森永茂男   ３ 番 松﨑浩司 

４ 番 大平弘子   ５ 番 西岡利昌   ６ 番  山口元之   

７ 番 政岡洋三郎  ８ 番 栗林政伸   ９ 番 西村良彰     

10 番 土居英昭   11 番 宮内光久       12 番 井上洋一   

13 番 中村茂    14 番 中島博志       15 番 平岡文男      

16 番 三谷喜好   

欠 席 議 員       なし 

地方自治法 

第 121条第１項

の規定により

説明のため会

議に出席した

者の職、氏名 

 

 

町 長    中村 剛志   

教 育 長    佐野 弘明  総務課長   原田 公夫 

企画財政課長  松下 行吉  介護福祉課長  重松 邦和 

教育委員会事務局長 坪内 孝志 

本会議に職務のため出席した者の職氏名                      議会事務局長 正岡 修平 

会議 録署 名       

 

議員 の指 名       

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 

11番 宮内光久  12番 井上洋一 

傍聴者 ０人 
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平成 24年第３回砥部町議会臨時会 議事日程 

 

・開  会 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 会期の決定 

 

日程第３ 諸般の報告 

 

日程第４ 報告第 12 号 平成 24 年専決処分第６号の報告について 

           （23 介護第 18号宮内幼稚園園舎耐震補強等整備 

工事請負契約の変更契約の締結について） 

日程第５ 議案第 58号 22教育第 19号砥部中学校改築工事請負契約の変更契約の締結に

ついて 

日程第６ 議案第 59 号 平成 24 年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 

 

・閉  会 
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平成 24 年第３回砥部町議会臨時会 

平成 24 年 11 月 20 日（火） 

午後１時 30 分開会 

 

 

○議長（政岡洋三郎） ただいまの出席議員は 16 人です。定足数に達していますので、

平成 24 年第３回砥部町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。町長より招集の

挨拶があります。中村町長。 

○町長（中村剛志） 臨時会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。朝晩の冷え込

みが一段と厳しくなり、いよいよ冬本番へと向かう季節となりました。本日は議員の皆様

には、何かとお忙しい中、第３回臨時会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。さ

て、近いうちとはいつのことかと案じておりました衆議院の解散に伴う総選挙も、来月の

16日に行われることとなりました。エネルギー問題、あるいはＴＰＰ問題など、難題を抱

える中、第３極の台頭や政党乱立などにより、混戦が予想され、非常に興味深い選挙にな

るものと思われます。本日はこの解散に伴い行われる選挙の投開票に必要な経費の補正予

算と、砥部中学校改築工事請負契約の変更契約、そして宮内幼稚園園舎耐震補強整備工事

の変更契約の報告の３件について、ご審議をお願い申し上げております。いずれも詳細に

説明させていただきますので、ご議決いただきますようお願い申し上げ、開会のご挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（政岡洋三郎） 日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第 118条の規定により、11 番宮内光久君、12番井上洋一君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（政岡洋三郎） 日程第２会期の決定についてを議題とします。 

おはかりします。今臨時会は、予定議案が少ないため、議会運営委員会の開催を省略し

ましたので、ご了承くださいますようお願いします。今臨時会の会期は、本日１日にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（政岡洋三郎） 日程第３諸般の報告を行います。地方自治法第 121条第１項の規
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定により、町長以下関係者の出席を求めましたのでご報告します。 

 次に、監査委員より９月末現在までの例月現金出納検査について良好であった旨の報告

がありました。 

 次に、議員派遣の結果について、去る 11 月６日に香川県高松市のアルファあなぶきホー

ルで開催された第 53 回四国地区町村議会議長会研修会に欠席届のあった三谷議員を除く

15名の議員が参加し、２名の講師による「自治体議会の災害対応について」並びに「瀬戸

内国際芸術祭海の復権」についての講演を聴講しました。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 報告第 12 号 平成 24年専決処分第６号の報告について 

（23介護第 18号宮内幼稚園園舎耐震補強等整備工事請負契約の変更契約の締結について） 

（報告、質疑） 

○議長（政岡洋三郎） 日程第４報告第 12 号平成 24年専決処分第６号の報告についてを

議題とします。本件について報告を求めます。重松介護福祉課長。 

○介護福祉課長（重松邦和） 報告第 12 号平成 24 年専決処分第６号の報告について。地

方自治法第 180条第１項の規定に基づく議会の議決により規定された事項について別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。平成 24年 11月 20

日提出、砥部町長中村剛志。 

 ２ページをお開きください。専決第６号専決処分書。地方自治法第 180 条第１項の規定

に基づく議会の議決により規定された事項について、別紙のとおり専決処分する。平成 24

年 10月５日に専決処分したものでございます。専決処分の内容につきましては、３ページ

をお開きください。宮内幼稚園園舎耐震補強等整備工事請負契約の変更契約の締結で、請

負代金額を 88万円増額するものでございます。500万円以下の軽微なもので、今回報告と

いうことになっております。報告第 12号資料をご覧ください。今回の変更概要を載せてい

ます。変更内容は工事施工の過程において、園舎外壁調査の結果、外壁のひび割れ、浮き

箇所数が当初設計していた箇所数を上回っていたことが判明したため、補修箇所の数量の

増額変更をしたものでございます。変更前の請負額が 5,400万５千円。変更後の請負額が

5,488 万５千円となっております。以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（政岡洋三郎） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

８番栗林政伸君。 

○８番（栗林政伸） これはちょうど私どもの地区にある幼稚園の１つですが、これあの、

このひび割れが２箇所出ておるんですけど、これは最初の設計士の設計事務所の入札の時

には、全然これがわからなんだんじゃろか。これ、今回これ、前回にも第１回の追加をし

て、今回２回目じゃわいね、追加が。ひび割れなんか言うたらもう見ただけでもわかるん

じゃないん。あの、やっぱりこんなんはね、あの課長、今後もあることやから、追加した
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らええ言うもんじゃなしに、やっぱり最初からぴしっと見てもろて、その上のやっぱりあ

の、設計の見積もりを出してもらうようにせんと、やっぱり何回も何回もやりよったら、

ちょっとおかしいと思われるかもわからんけんな。ちょっとそこら辺説明してください。 

○議長（政岡洋三郎） 重松介護福祉課長。 

○介護福祉課長（重松邦和） 栗林議員さんのご質問にお答えします。外壁のひび割れ補

修についてですが、第 1回の変更の時に、本来なら載せておくべきというご指摘でござい

ました。確かにそういうことでございますが、設計事務所の方から、ちょっと積算がなか

なかできなかったというところもございまして、第１回の変更でちょっと数字が、正確な

数字が把握できなかったということもございまして、今回第２回の変更で確定した数字を

載せていただきまして、それに伴い増額をさせていただきました。そういうことでちょっ

と１回目には間に合わなかったということで、ご了承いただいたらと思います。以上でご

ざいます。 

○議長（政岡洋三郎） ８番栗林政伸君。 

○８番（栗林政伸） あの、課長の説明で第１回目の時に、わからなんだか漏れとったか

じゃと思うんじゃけど、こういうことは今さっきも言いましたように、やっぱり見たらわ

かるんですからね。今後もこういう工事が多々出て来ると思うんですが、何回もこう上乗

せするようなことはなしに、やっぱり最初からぴしっとするように設計事務所に、ちゃん

と設計事務所が全部調べて、大体入札金額も決めるんだから、そこら辺をぴしっと今後も

するように設計事務所に言うてください。答弁いりません。 

○議長（政岡洋三郎） 他にございませんか。これで質疑を終わります。以上で報告第 12

号を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第 58号 22 教育第 19号砥部中学校改築工事請負契約の変更契約の 

締結について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（政岡洋三郎） 日程第５議案第 58 号 22 教育第 19 号砥部中学校改築工事請負契

約の変更契約の締結についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。

坪内教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坪内孝志） ご説明いたします。議案第 58 号 22 教育第 19 号砥

部中学校改築工事請負契約の変更契約の締結について。次のとおり工事請負契約の変更契

約を締結することについて、議会の議決を求める。平成 24年 11月 20日提出、砥部町長中

村剛志。１契約の目的、22 教育第 19号砥部中学校改築工事、２変更契約金額 18億 7,498

万６千円。内消費税及び地方消費税の額 8,928万 5,047円。３今回変更による増額、2,288

万６千円。内消費税及び地方消費税の額 108 万 9,809円。契約の相手方、戸田・蜂谷・有

光特定建設工事共同企業体。代表者、香川県高松市塩上町２丁目８番 19号、戸田建設株式

会社四国支店 支店長・藤脇照人。提案理由、22 教育第 19 号砥部中学校改築工事請負契
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約の変更契約を締結したいので、砥部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、提案するものである。変更内容につきまして、議案

第 58号資料をご覧ください。第３回の変更になります。主に本体校舎及び体育館の変更で

ございまして、受水槽フェンス設置、以下 12項目の変更でございます。請負額の変更につ

きましては、変更前が 18 億 5,210 万円から、18 億 7,498 万６千円となりまして、差額の

2,288万６千円の増額でございます。以上で説明を終わります。 

○議長（政岡洋三郎） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］ 

○議長（政岡洋三郎） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（政岡洋三郎） 討論なしと認めます。 

 議案第 58 号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。よって、議案第 58 号 22 教育第 19 号砥部

中学校改築工事請負契約の変更契約の締結については、可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第 59号 平成 24年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（政岡洋三郎） 日程第６議案第 59 号平成 24年度砥部町一般会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。松下企画財政課

長。 

○企画財政課長（松下行吉） 補正予算につきまして、ご説明させていただきます。お手

元の補正予算書の１ページをご用意ください。議案第 59 号平成 24 年度砥部町の一般会計

補正予算（第３号）は次に定めるところによる。第１条としまして、既定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ 961 万８千円を追加し、歳入歳出それぞれ 69 億 3,605万９千円とするも

のでございます。平成 24年 11 月 20 日提出、砥部町長中村剛志。内容でございますが、２、

３ページをお願いいたします。今回の衆議院議員の解散によります総選挙の費用でござい

ます。総額 961万８千円を支出いたします。その財源につきましては、２ページにござい

ますように、国庫支出金の委託金を全額充てるものでございます。歳出の細かい内容につ

きましては、10 ページ 11 ページに載せておりますけれども、通常の選挙の予算、ほとん

ど同じ内容でございますので、その内容については省略させていただきます。ご審議の上、

ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（政岡洋三郎） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］ 

○議長（政岡洋三郎） 質疑なしと認めます。 
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 討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（政岡洋三郎） 討論なしと認めます。 

 議案第 59 号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。よって、議案第 59 号平成 24年度砥部町一

般会計補正予算（第３号）については、可決されました。 

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長挨拶をお願いし

ます。中村町長。 

○町長（中村剛志） 閉会に当たり一言お礼を申し上げます。議員の皆さまには、慎重に

ご審議を賜り、ご議決、ご承認いただきましたことに対し、心から御礼を申し上げます。

ご議決いただきました案件につきましては、適正に執行し、住民福祉の向上に努めて参り

たいと思いますので、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。また 12 月議会がすぐ近

くに来ております。定例会としては最後になると思います。皆様方に色んなことについて

ご意見もいただきたいと思っております。また、来年は任期が参りますので、年末年始に

かけて公私とも忙しくなるものと思いますが、何事においても体が資本でございます。健

康には十分注意をしていただき、町政進展、地域発展にご活躍されますことをお願い申し

あげまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（政岡洋三郎） 以上をもって、平成 24年第３回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 

午後１時 50分 閉会 
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地方自治法第 123 条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明するた

めにここに署名する。 

 

 

          砥部町議会議長 

 

               議員 

 

               議員 


